
 

IDC Tracker および QView データ引用ガイドライン 

 

IDC のグローバル市場情報の価値を最大限に活用し、使用される IDC の情報が正確で最新であ

り、適切に出典が明記され、適切な文脈で使用されるようにするため、IDC は Quarterly Tracker

（四半期トラッカー）および QView 製品からの情報の取得と使用に関する以下のガイドライン

を作成しました。 

 

本ガイドラインは、IDC の利用規約およびコンテンツ使用ガイドライン（申請に応じて入手可

能）と併せて、主として IDC の Quarterly Tracker（地域別および世界規模のデータ）および

QView製品に適用されます。 

 
 

データ参照のガイドライン 
 

このセクションでは、クライアント企業（以下、クライアント）による適切なデータ参照のた

めのガイドラインを示します。 

 

➢ データの所有権：クライアントは、Tracker または QView の定期購読契約に基づき、あ

るいは現在公開されているデータの購入によって、参照するデータを「所有」していな

ければなりません。IDC がプレスリリースやその他の一般公開文書を通じて限定的なデ

ータを公開している場合、一部の例外が認められます。 

➢ データのバージョン：クライアントが引用するデータは、最新の Trackerまたは QView

で公開されたものでなければなりません。申請対象が以前のバージョンのデータである

場合は、いったん申請が戻され、データの更新が求められます。 

➢ テクノロジー市場：すべてのデータ参照は、市場のどの部分を参照しているかを明確に

特定する必要があります（例：x86サーバー、デスクトップ PC、ネットワーク接続スト

レージなど）。市場の参照は IDCの市場定義に従い、IDCの調査で特定された具体的な

市場名を使用しなければなりません。 

▪ 企業固有の用語や市場名、カテゴリーは使用できません（たとえ、それらが

IDCの市場定義と同義であっても不可です）。 

▪ Tracker または QView データベースの複数のカテゴリーからのデータは、ベンダ

ー（クライアント）が定義する新しいカテゴリーに組み合わせることができます

が、新しいカテゴリーについてベンダーが明確に説明し、IDCの承認を得る必要

があります。また、これが、IDCの定義する複数のカテゴリーの組み合わせであ

ることを明確に示さなければなりません。IDCはこのような組み合わせを慎重に

精査し、それらが真の市場動向を正確に反映していることを確認することに留意

してください。 

▪ 許可される可能性のある組み合わせの例：UNIX と Linux の出荷台数、エントリ

ーレベルとミッドレンジサーバー、SAN と NAS をネットワークストレージに統

合。 
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▪ 許可されない組み合わせの例：SAN と内部ストレージ、政府と中小企業への出

荷台数。 

➢ 測定：すべてのデータ参照は、使用されている測定単位（例：ベンダー収益、出荷台数、

ポート数、容量など）を明確に記載しなければなりません。 

▪ IDCがベンダーの収益と市場価値の両方について調査結果を公開している場合、

世界市場シェアに関する記述には収益のみを使用できます。 

▪ IDCのデータに基づいて記述を行う際は、測定単位を明確に示す必要があります。

たとえば、「ベンダーA は世界の x86 サーバー市場で第 1 位」という記述は、

「ベンダーAは世界の x86サーバー市場の出荷台数で第 1位」または「ベンダー

Aは出荷台数に基づいて世界の x86サーバー市場で第 1位」と正確に表現してく

ださい。 

➢ 期間：すべてのデータ参照には、引用している期間を明確に記載する必要があります

（例：2019年第 1四半期、2018年（暦年）、2018年第 2四半期から 2019年第 1四半期ま

でなど）。 

▪ 成長の基準は、連続成長（四半期ごと）か年間成長（前年同期比）かを明記する

必要があります。たとえば、「ベンダーAは 2019年第 1四半期に、世界の x86サ

ーバー収益を前年同期比で 9.5％成長させた」などです。 

▪ 会計年度が暦四半期と一致しない企業の場合、暦四半期を参照していることを明

記することを推奨します。 

➢ 誤差の範囲：2 社以上の差が、データの推定誤差範囲内である場合、IDC は統計的に同率

と発表することがあります。 

▪ 誤差の範囲は、特定の市場やデータの精度や信頼性に対する IDC の確信度によ

って異なります。世界または地域レベルでの出荷台数または収益のマーケットシ

ェアにおいて 1％以下の差は同率とみなされ、国レベルでは 2％以下の差が同率

とみなされます。 

➢ 市場ポジション：企業の市場ポジション（シェア）は、Tracker の「Company」フィールド

に基づいて判断し、ベンダー名は Tracker に表示されている通りに正確に記載してくださ

い（例：IBM、Dell Technologies（デル・テクノロジーズ）、Hewlett Packard Enterprise

（HPE）など）。 

▪ 市場ポジションに関する記述では、成長率、市場シェア、市場シェアの獲得を慎

重に区別してください。成長率と市場シェアの記述はパーセンテージで表現して

ください。市場シェアのリード、獲得、または損失に関する記述はパーセントポ

イントで表現してください。 

▪ 以下に、例を示します。 

▪ ベンダーAは、売上額で前期比 5％成長した 

▪ ベンダーAは、出荷台数で前年同期比 5％成長した 
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▪ ベンダーAは、市場シェアを前期比 5ポイント獲得した 

▪ ベンダーA は、25％の市場シェア（台数ベース）で市場をリードし、ベ

ンダーBを 4ポイント上回った。 

▪ IDCは、HPE/New H3C Groupや Inspur/Inspur Power Systems（IBM）のように、2

社が合弁事業を運営している場合、ベンダー名表記に関する本規則の例外を設け

ています。 

▪ HPE/New H3C Group の合弁事業（中国でのみ有効）については、世界および中

国のデータに基づく記述は、企業名を HPE/New H3C Groupと表記しなければな

りません。中国のデータを除外した記述の場合、ベンダー名は Hewlett Packard 

Enterpriseとしてください。 

▪ IDCは、市場動向の変化に応じて例外を追加する権利を有します。 

➢ ベンダーの比較および言及：他社（競合他社）の世界市場データとの比較や言及は、ベン

ダー名の記載を含めて許可されます。ただし、そのような記述は適切性と統計的有意性に

ついて精査されます。 

▪ IDCは、そのような記述やその使用文脈が過度に攻撃的である場合、承認を拒否

する権利を留保します。「ベンダー収益の市場シェアにおいて、ベンダーA がベ

ンダーBを 2ポイントリードしている」といった表現は、その差異が正確かつ適

切な文脈で使用されていると IDCが判断した場合、適切です。 

➢ 市場ランキング：特定の市場における上位ベンダーの表示は、市場収益または出荷台数に

基づいてランク順に示す必要があります。このような表現（グラフィックまたは表）には、

上位 3社または上位 5社のみを含めることができます。 

▪ 地域および国別の参照に関する追加のガイドラインにも留意してください。 

➢ 地域および国別の参照：地域および国レベルのデータを引用することができます。ただし、

場合によっては地域や国の承認が必要となり、公開が遅れる可能性があります。 

▪ アジア太平洋、中国、日本、ラテンアメリカ、EMEA の地域では、競合他社の

データを引用または表示する際に具体的なベンダー名を使用できません。ベンダ

ー名ではなく、ベンダーA、ベンダーB、ベンダーC などの表記を使用してくだ

さい。 

▪ 記述内容が地域または国のデータのみに基づいている場合、その地域／国の主任

アナリストがデータの確認および対応する IDC パーミッションチームとの承認

プロセスの調整について責任を負います。 

▪ 各地域／国の IDC チームが世界規模のデータに基づく既述の承認要請を受けた

場合、内容確認と承認のために permissions@idc.com に申請する必要があります

。 
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▪ permissions@idc.comへの申請前に、各地域／国の IDC チームは、上記の

基準に記載された条件を満たしているかを確認するために記述内容を確

認し、必要に応じて現地クライアントに早期の修正を要請する必要があ

ります。 

➢ クエリーツールのグラフィックス：IDC Trackerクエリーツールの「View（表示）」セク

ションで生成されたグラフィックス（すべてのチャートを含む）は、内部使用のみを許

可しています。 

 

クライアントのプレスリリース 
 

このセクションでは、クライアントのプレスリリースにおいて Tracker または QView データを

使用する際の基本的な形式に関するガイドラインを提示します。 

➢ 「IDC」を見出しやサブ見出しに記載してはなりません。「市場調査会社」や「新たに

発表されたデータ」などの表現は適切です。 

➢ プレスリリース内に IDC のボイラープレート（「IDC 社 概要」の説明文など）を含め

てはなりません。クライアントのプレスリリースであり、共同リリースではありません。 

➢ 正しい Tracker または QView 製品と、リリースの日付は出典として以下の形式で記載す

る必要があります。 

▪ IDC Quarterly テクノロジー名 Tracker/QView、年／四半期：以下に例を示しま

す。 

▪ IDC Quarterly Server Tracker, 2019 Q4 

▪ すべてのエンタープライズ Tracker の名称（変更される可能性があります）を以

下に示します。 

▪ IDC Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker 

▪ IDC Quarterly Converged Systems Tracker 

▪ IDC Quarterly Enterprise Client Device Tracker 

▪ IDC Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker 

▪ IDC Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 

▪ IDC Quarterly Ethernet Switch Tracker 

▪ IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 

▪ IDC Quarterly Purpose-Built Backup Appliance Tracker 

▪ IDC Quarterly Router Tracker 

▪ IDC Quarterly Security Appliance Tracker 

▪ IDC Quarterly Server Tracker 

▪ IDC Quarterly Wireless LAN Tracker 

▪ IDC Semiannual Enterprise Storage Systems Tracker Workloads 

▪ IDC Semiannual Industry Cloud Tracker 

▪ IDC Semiannual Public Cloud Services Tracker 

▪ IDC Semiannual Server Tracker Workloads 

▪ IDC Semiannual Software Tracker 

mailto:permissions@idc.com
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▪ IDC Semiannual Telecom Services Tracker 

 

➢ IDC アナリストのコメントをプレスリリースで引用することはできません。IDC アナリ

ストはその他のタイプのプレスリリースでは引用される場合がありますが、Quarterly 

Tracker や QView データに関するリリースでは引用できません。 IDC はこれらの

Quarterly Tracker や QView データに関するリリースにおけるデータの使用は許可します

が、これらのリリースでは非常に直接的なベンダー比較が行われることがあるため、

IDCの名称と共にアナリストのコメントや分析が引用されることを望みません。 

▪ クライアントのプレスリリースの焦点が他の主題であり、最近の Tracker の結果

に言及している場合、アナリストのコメントの引用を承認することができます。

たとえば、新製品の発表を行うクライアントのプレスリリースで、リリースの本

文中で最近の Tracker の結果にも触れている場合、IDC のアナリストの引用を掲

載することができます。この場合、プレスリリースの焦点は新製品の発表であり、

Trackerの結果ではありません。 

▪ プレスリリースの主な焦点が Tracker におけるクライアントの最新の結果を発表

することである場合、アナリストの引用は許可されません。 

 
 

クライアントからの要請のタイミング 
 

➢ 要請のタイミング：原則として、IDCは新しい Trackerデータが公開される 1週間前

から、マーケティング資料やプレスリリースに現行の Trackerデータを引用する新規

の要請を承認しません。 

▪ たとえば、Q1（第 1四半期）のデータが公開される 1週間前に Q4（第 4四

半期）のデータをプレスリリースやパンフレットに引用する申請は承認され

ません。 

▪ このような場合、クライアントは新しいデータが利用可能になるまで待ち、

新しく公開された結果を使用して申請を再提出するよう指示されます。 

▪ この規則の例外は、契約入札や RFP（Request for Proposal）で使用するデータ

の場合です。これらの申請は緊急性が高く、閲覧する人が限られ、特定の期

間に限って参照されるため、新しい Trackerの結果が公開される 1週間前でも

承認することが可能です。ただし、これらの申請では、データが表す期間、

測定値、市場を明確に記載することが不可欠です。 

 

予備データ 
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➢ IDCは場合によって、クライアントに予備的な（プレリミナリー）市場データをリリー

スすることがあります。このデータはクライアントの内部使用のみを目的とし、外部向

けのプレスリリースやその他の外部コミュニケーションで使用してはなりません。 

➢ IDCはまた、プレスリリースを通じて限定的な予備データを公開する場合があります

（Personal Computing Device Trackerでよく行われます）。IDCが公開した予備データは、

クライアントが外部コミュニケーションで使用することができます。このデータを外部

向けの公開文書で引用する際は事前の確認と承認が必要であり、予備的なデータである

ことを明確に示さなければなりません。 

 

エンバーゴ期間ポリシー 
 

データの一般公開前にクライアントがデータにアクセスできるようにするため、IDCはエンバ

ーゴ期間（コンテンツが公開されるまでの待機期間）を設定する場合があります。IDCは、エ

ンバーゴ期間の解除（情報解禁）の時期とデータが公開される時期を明確に指定します。 

 

エンバーゴ期間中のIDCプレスポリシーに関するユーザーガイドライン 

以下は、エンバーゴ期間中のIDC TrackerとQViewデータおよびIDCの公式発表の適切な使用方法

を示しています。 

➢ IDCの公式プレス発表の内容は、エンバーゴ期間が解除されるまで、外部の関係者／出

版社／ジャーナリストに配布することはできません。 

➢ この期間中、ベンダーやメディアは、外部向けに公的な声明を出すことはできません。 

➢ クライアントは、プレス（メディア）がIDCのエンバーゴ期間を尊重することを確認し

た上で、この期間中にプレスへの働きかけやブリーフィングを行うことができます。 

➢ IDCのエンバーゴ期間が尊重され、IDCが情報源として明記される限り、クライアント

の組織内における内部コミュニケーションは許容されます。 

➢ エンバーゴ期間後のクライアントによる発表については、IDCは、IDCパーミッション

チームまたは適切なIDCリサーチバイスプレジデントもしくはカントリーマネージャー

からの事前の書面による承認を要請します。これには、広告、プレスリリース、販売用

資料（製品・サービス紹介など）、または販促資料で使用されるあらゆる情報が含まれ

ます。 

 
 

違反ポリシー 
 

クライアントがIDCのエンバーゴ期間ポリシーに違反した場合、またはプレスリリースやIDCデ

ータの他の公開利用についてIDCの承認を得なかった場合、IDCは違反が再び起こらないよう適

切な措置を講じます。以下に具体的な措置を示します。 
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➢ 初回の違反：IDCのプレスガイドラインに違反した企業（必要な承認を得ていない、ま

たはエンバーゴ期間を守らなかった場合を含む）は、IDC情報の使用に関する契約上の

義務について書面で注意喚起を受けることになります。これに対し、当該企業は今後の

問題再発を防ぐために講じた措置について、書面でIDCに説明する必要があります。 

➢ 2回目の違反：再度違反した企業は、TrackerまたはQView関連のプレスリリースを事前に

確定することを許可されなくなります。IDCは、当該企業からのプレスリリースの承認

を、IDCがその四半期のTrackerまたはQViewのデータを公開する後まで保留することで

この措置を実施します。IDCの承認なしに企業がTrackerまたはQViewに関するプレスリ

リースを発表した場合、IDCはその企業の結果についてメディアとの議論を拒否し、必

要に応じてIDC自らが公式のプレスリリースを発表する権利を留保します。 

➢ 3度目の違反：3回違反した企業は、事前に機密扱いのTrackerまたはQViewデータを入手

することができません。IDCがその四半期のTrackerの結果を公表するまでデータは保留

されます。 

 

追加規則 

➢ 期間：各違反は12か月間記録に残ります。最初の違反から12か月間新たな違反を犯さな

かった場合、次の違反は新たな初回の違反として扱われます。ただし、最初の違反か

ら12か月以内に新たな違反が行われた場合、それは2回目の違反とみなされます。2回

目の違反の後、クライアントは記録が抹消されるまで2年間（24暦月）待つ必要があり

ます。 

➢ エスカレーション（より踏み込んだ措置）：違反の重大性に基づき、IDCは適切と判断

した是正措置についてエスカレーション（より踏み込んだ措置）を行う権利を留保し

ます。 

 
 

申請プロセス 
 

IDC が提供する情報の使用許可を得るために、クライアントは IDC 情報を含むコンテンツアセ

ットの完全な最終版を permissions@idc.com に提出する必要があります。これにより、IDC は使

用の全体的な文脈を把握し、その正確性、最新性、適切な帰属を確認できます。通常、コンテ

ンツアセットは文書形式（プレスリリース、マーケティング資料、プレゼンテーション、財務

報告書、ウェブページ、ブログ記事、ツイートなど）で提出されますが、音声や動画などの他

のマルチメディア形式で提出することも可能です。 

➢ 提出物には、IDC 情報の出典（上記の「クライアントプレスリリース形式」セクション

の出典詳細を参照）を含め、その記述に関する市場、測定単位、時間枠を明確に記載す

る必要があります。 

➢ 審査プロセスを円滑に進めるため、引用されているデータを導き出すのに使用したフィ

ルターがあれば、それを明示してください。 
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す。IDC 情報は、IDC の書面による許可なしに、クライアントに直接雇用されていない人（サプライヤー、関連会社、パートナー、
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用、または配布することはできません。これらの行為は IDC の著作権侵害となり、法的措置の対象となる可能性があります。IDC, 

2025  

➢ IDC 情報の引用申請と、それを使用するコンテンツアセットは、審査と承認のため

permissions@idc.comに提出することができます。 

➢ IDC 情報の引用申請は、文脈、正確性、最新性、適切な帰属について、IDC パーミッシ

ョンと元の調査を担当したアナリストによって慎重に審査されます。承認には、適切な

IDCリサーチバイスプレジデントまたは IDCの各国のカントリーマネージャーによる追

加の審査が必要な場合があります。 

➢ ほとんどの許可申請は 72 時間（2〜3 営業日）以内に審査され、承認されます。ただし、

ソース情報の欠如、申請時に提出されたコンテンツアセットの形式、コンテンツアセッ

トに大幅な変更を加える必要性、審査と承認を担当する IDCアナリスト／バイスプレジ

デントのスケジュールの都合など、さまざまな要因により承認が遅れる可能性がありま

す。マルチメディア（音声、動画など）の審査要請は、文書ベースの申請よりも時間が

かかる場合があることに留意してください。 

➢ IDC の引用許可は、審査のために提出されたコンテンツアセットにのみ適用されます。

IDCは、クライアントが選択したあらゆるコンテンツアセットにおける IDC情報の使用

の使用に対して「包括的な承認」を発行することはありません。IDC 情報を含む各コン

テンツアセットには、IDC による個別の審査と承認が必要です。IDC から承認が発行さ

れた後にコンテンツアセットに変更が加えられた場合、修正されたコンテンツアセット

全体を再提出し、再度の審査と承認を受ける必要があります。 

 
 

確認事項 
 

これらのガイドラインについて質問がある場合は、permissions@idc.com までメールでお問い合

わせをいただくか、IDCのパーミッションチーム（米国内からは 508.935.4268）に電話でお問い

合わせいただくか、お住まいの国の IDCカントリーマネージャーにお問い合わせください。 


